
 

1頁 

○
総
務
省
令
第
四
十
四
号 

 

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
項
を
実
施
す
る

た
め
、
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

 
 
  
 
   

 
 
  
 
   

 
 
  
  

 

総
務
大
臣 

高
市 

早
苗 

放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う 

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

 
 



 

2頁 

 
 

 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

 
 

 
附 

則 
 

 
 

附 

則 

［
１
・
２ 
略
］ 

［
１
・
２ 

同
上
］ 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
特
例
） 

３ 

経
営
委
員
会
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則

第
一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
同
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
起

因
す
る
事
情
に
よ
り
、
法
第
六
十
四
条
の
受
信
契
約
の
条
項
及
び
受
信
料
の
免
除
の
基
準
の
変
更
（
受
信
契
約

者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
を
議
決
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
公
益
上
、
緊
急
に

議
決
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

に
は
、
当
該
手
続
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
営
委
員
会
は
、
当
該
手
続
を
実
施
し
な
い
で
議
決

し
た
と
き
に
は
、
当
該
議
決
と
同
時
期
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

議
決
し
た
事
項
の
題
名 

 

二 

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
実
施
し
な
か
つ
た
旨
及
び
そ
の
理
由 

 

［
新
設
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

３頁 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


